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第81回メーデー集会各地で開催
新任ごあいさつ

国内経済は、一昨年の米国金融危機に端を発し
た経済危機から着実に持ち直してきていると言わ
れていますが、県内の景気は今なお回復のテンポ
が遅く、雇用情勢も厳しい状況が続いています。
地域経済の継続的な発展のためには労使一致協力
して取り組んでいくことが大切です。
このような中で「労働おおいた」は、労働に関

する重要な法令の改正や労働指標の調査状況、労
働問題への専門家のアドバイスなど様々な情報を
提供し、皆様のお役に立てればと考えています。
今後ともより多くの方に親しまれる誌面作りに

努めて参りますので、皆様方のご意見ご感想をお
寄せいただければ幸いです。

大分県商工労働部

労政福祉課長

戸 田 太 治
と 　 だ 　 た い ち

(連合大分)第81回メーデー大分県中央集会

４月29日と５月１日の２日間、第
81回メーデー集会が県内各地で開催
されました。
連合大分(嶋﨑龍生会長)では、県
下９か所で開催し、労働者や家族
10,870人が参加。この内、大分市の
中央集会では2,700人が参加し、｢す
べての働くものの連帯で平和･人権･
環境･労働･共生に取り組み、労働を
中心とする福祉型社会と自由で平和
な世界をつくろう｣とのメーデース
ローガンを採択しました。
また、県労連(阿部峰子議長)でも
大分市内において開催し、300人が
参加しました。集会では｢貧困と格
差の解消｣などを求めるメーデー宣

言を採択し、大分市中心
部をデモ行進しました。
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労働者や使用者など県

民の皆さんの会合に出向

いて、労働法の基礎知識

についての出前講座を行っ

ています。

また、就職予定の高校生、専修学校生等を対象にした

｢これから働く人のためのワークルール出前講座｣を開催

しています。学生･生徒が

これから実社会で働く際に

必要となる労働関係の基礎

知識や、困ったときの相談

窓口などを情報提供するこ

とで、若者の早期離職や職

場･仕事でのトラブルなど

を未然防止を図ります。

平成22年度 大分県商工労働部

労政福祉課の主な事業

次世代育成支援対策

推進法の認定企業の拡

大を目指します。

そのため、県内で男

性の子育て参加に取り組む企業に対して、奨励金の支給

やアドバイザーの派遣などを行うことでモデル企業を創

出し、その成果の普及を行います。

また、本年度は県民を対象にした

ワーク･ライフ･バランス推進セミナー

の開催など普及･啓発に努めます。

平成21年６月｢おおいた子育て応援共同宣言｣を政
労使で締結し、社会全体で子育てしやすい環境づく
りに取り組んでいます。

平成20年秋以降、景

気低迷の影響を受け、

離職者の増加や求人数

の減少など、雇用情勢

が大きく変化しています。

平成21年度の労働相談状況でも、賃金の未払いや解雇・

退職勧奨、労働時間など労働条件に関する相談が過半数

を占めるなど、労使間トラブルも多く発生しています。

県では｢労政相談・情報センター｣で、労働者、使用者

を問わず労働に関する相談をお受けしています。

また、弁護士が直接相談をお受けする｢特別労働相談｣

や、センター職員がお受けする｢労働なんでも相談｣を、

毎月県内各地で開催しています。

ワーク･ライフ･バラン

ス社会の実現に向けた取

り組みとして、一般事業

主行動計画策定が努力義務である従業員300人以下の中小

企業に計画策定を推進するため、おおいた子育て応援団

｢しごと子育てサポート企業｣の認証制度を設け、登録企

業の募集を行っています。

県民の皆さんの労働問

題に関する認識を深めて

いただくことで、労使関

係の安定と向上を図るため、時宜にかなったテーマを設

け、県内各地で労働講座を開催します。

使用者、労働者に関わらず関心のある方はご参加いた

だけます。

少人数の場にも出かけます

労働者の皆さんがより参加しやすいように、平成21
年度は夜間の労働講座も企画しました。

お問い合せは、労政福祉課労政福祉班 ℡097-506-3327 労働相談･啓発班 ℡097-506-3354まで

労働者の生活安定と福

祉向上のために、労働金

庫と県が協力して｢教育･

冠婚葬祭等資金｣｢育児･介護休業者生活資金｣｢離職者生活

支援資金｣を融資しています。

融資の申し込みや内容は、九州労働金庫県内各支店ま

でお問い合せください。

子育て支援企業ステッ

プアップ事業

しごと子育て

サポート企業募集

労働講座

センターのお問い合せや労働相談予定 P8

労働相談

中央会場開催ご案内 P3

労働者のための制度

資金融資

出前講座



組合数 年齢 平均賃金
要求額

（円）

要求率

（％）
組合数

要求額

（円）

妥結率

（％）

全産業計 90 38.5 259,039 5,506 2.13 65 4,224 1.62

食料品･たばこ 2 37.2 256,690 8,275 3.22 2 4,387 1.71

繊維工業 1 x x x x 1 x x

パルプ･紙･紙加工品 2 39.0 249,731 4,217 1.69 1 x x

化学､石油､プラスチック 9 40.4 273,128 5,490 2.01 7 3,541 1.38

窯業･土石 5 40.7 287,060 5,820 2.03 3 5,505 1.90

鉄鋼､非鉄 4 41.2 284,357 4,355 1.53 4 4,042 1.42

金属製品 3 38.0 238,950 6,651 2.78 3 3,468 1.45

機械器具 1 x x x x 1 x x

電気機械器具 3 40.4 299,215 6,091 2.04 3 6,091 2.04

輸送用機械器具 9 33.8 227,012 5,746 2.53 7 4,379 1.93

電子部品･ﾃ ﾊ゙ ｲ゙ｽ･電子回路､その他 2 40.9 260,403 3,528 1.35 2 3,528 1.35

鉱業､採石業､砂利採取業 3 43.2 285,040 10,000 3.51 1 x x

建設業  3 41.9 226,458 3,739 1.65 2 2,895 1.27

電気･ガス業 3 39.2 298,671 5,124 1.72 2 3,818 1.30

情報通信業 2 35.2 350,556 16,633 4.74 2 7,363 2.10

運輸業､郵便業 14 41.3 201,506 5,278 2.62 9 1,643 0.81

卸売業､小売業 9 36.2 229,658 3,025 1.32 6 3,636 1.58

宿泊業､飲食サービス業 1 x x x x 1 x x

教育､学習支援業 4 36.8 167,575 2,138 1.28 3 1,189 0.71

医療､福祉 7 37.2 272,417 9,609 3.53 4 1,011 0.40

複合サービス事業 1 x x x x

サービス業 2 36.1 250,048 6,002 2.40 1 x x

妥　　　　　結
産　　　　　業

要　　　　　求
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平成22年度労働講座(中央会場) ご案内

テーマ『最新の相談事例・労働裁判から学ぶ
職場のトラブル解決法』

講 師 弁護士 平山秀生氏（大分県弁護士会会長）

日 時 平成22年７月29日(木) 13時30分～15時30分

場 所 九州労働金庫大分支店５階会議室（大分市寿町１番３号）
対象者 使用者、人事労務担当者、労働者、その他関心のある方 募集人員 100名

受講料 無 料

後 援 大分労働局、大分県経営者協会、大分県中小企業団体中央会、大分県商工会議所連合会、

大分県商工会連合会、大分経済同友会、日本労働組合総連合会大分県連合会(連合大分)、

(財)２１世紀職業財団

大分県商工労働部
労政福祉課 労働相談･啓発班
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
TEL 097-506-3354
FAX 097-506-1827

申込先

（平成21年度労働講座中央会場）

１ 概況

調査対象179事業所のうち要求を把握できたの

は90事業所で、全体の50.28％です。

そのうち妥結した事業所は65事業所で、要求

を把握できた事業所の72.22％です。

２ 要求状況

要求を把握できた90事業所の平均要求額は

5,506円、率は2.13％となっています。

３ 妥結状況

妥結した65事業所の平均妥結額は4,224円、率

は1.62％となっています。

(注)・数字はすべて加重平均です。

・表中の符号「x」は対象が少ないため公表しませ

んが、「x」の数値は総数に含まれています。

・平均賃金とは、基本給に通勤手当、家族手当等を

加えた所定労働時間内勤務に対する賃金の平均で

す。

平成22年
春季賃上げ要求･妥結状況

４月30日現在 県労政福祉課
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労働者

使用者

労 働 者 使 用者

労 働 組 合及 び労 使 関 係 に関 する こと 7 8 7 6 2

労 働 条 件に 関す ること 5 3 9 4 98 4 1

雇 用 に関 すること 5 8 5 4 4

職 業 能 力に 関す ること 1 1 0

勤 労 者 福祉 に関 す ること 8 8 8 2 6

男 女 雇 用機 会 均 等 に関 する こと 1 0 8 2

外 国 人 労働 者 問 題 に関 する こと 2 1 1

その 他 の 問 題に 関 すること 2 0 6 1 89 1 7

合 計 件 数 9 82 90 9 7 3

相 談 内 容
合 計 件数
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大分県労政･相談情報センター(県労政福祉課内)で

は、年間を通じて労働問題全般の電話相談や来所相談

をお受けしています。また、弁護士が直接相談をお受

けする｢特別労働相談｣や、センター職員がお受けする

｢労働なんでも相談｣を、毎月県内各地で開催していま

す。

このたび平成21年の相談状況がまとまりましたので

お知らせします。

労働相談の件数は前年度から156件減少し、982件

(対前年比13.7％減)となりました。平成17年度から減

少傾向であり、20年度は増加しましたが、21年度は再

度減少傾向に転じました。

また、相談者を労使別に見ると労働者からが909件

(92.6％)、使用者からが73件(7.4％)と圧倒的に労働

者からの相談が多くなっています。

相談内容を大別すると、｢労働条件に関すること｣が

539件で全体の54.9％を占めています。

以下、｢その他の問題に関すること｣(パワハラ、損

害賠償等)206件(21.0％)、｢勤労者福祉に関すること｣

88件(9.0％)の順となっています。

また、相談内容を詳しく見ると、｢労働条件に関す

ること｣では｢賃金｣、｢解雇・退職勧奨｣、｢労働時間・

休日｣、｢退職・退職金｣等の相談が、｢勤労者福祉に関

すること｣では｢労働保険｣の相談がそれぞれ多くなっ

ています。

大分県労政福祉課では、年間を通じて労
働に関する各種調査を行っています。
いずれも、大分県の労働行政の諸施策を
推進するための基礎資料となる重要な調査
です。

調査対象となられた事業所及び労働組合
におかれましては、ご協力をいただきます
ようよろしくお願いします。

○春季賃上げ･夏季一時金･年末一時金調査
労働組合を通じて要求･回答･妥結状況を調査します。

賃上げ(最終)･夏季一時金(第１回) 基準日６月30日

○労働福祉等実態調査
６月30日現在の労働条件や労働福祉等について、

一定の方法により抽出した事業所を対象に調査します。

○労働組合基礎調査(労使関係総合調査)
すべての労働組合を対象に、６月30日現在の組織状

況を調査します。

○労働組合活動実態調査(労使関係総合調査)
一定の方法により抽出した労働組合を対象に、

６月30日現在の活動状況を調査します。

各種調査にご協力ください

問い合わせ先
大分県労政福祉課 労働相談･啓発班
℡ ０９７-５０６-３３５４

大分県労政･相談情報センター

平成21年の相談状況

相談件数は９８２件
労働者からの相談が92.6％

相談内容では
労働条件に関することが最も多い

センターのお問い合せや労働相談予定 P8

労使別の相談件数の推移

平成21年度労使別の相談内容



第 ７ 号 労働おおいた 平成２２年５月号

大分県商工労働部労政福祉課
- ５ -

今年の３月頃まで放送されて

いた｢泣かないと決めた日｣とい

う連続ドラマをご覧になられま

したか？職場での｢パワーハラス

メント・いじめ｣がテーマとなっ

ておりかなり怖いドラマでした。

このような、パワーハラスメ

ントや解雇、労働条件などをは

じめとした労働者個人と使用者

(事業主さんや管理職の方等)と

の紛争(以下、個別労働紛争と言

います)が増えています。

平成21年度の大分県労政･相談

情報センターに持ち込まれた相

談は982件で、大分労働局の総合

労働相談コーナーに持ち込まれ

た相談は、平成20年度約6,200件

(厚労省HPより)となっています。

私も、平成18年度～19年度の2

年間に大分労働基準監督署の窓

口でこのような労働基準法が問

題となる個別労働紛争の相談も

含め、年間500件以上受けさせて

頂きました。また、社会保険労

務士事務所の開業後も、顧問先

の事業主さんから同様にご相談

を受けています。

その機会はこのところとても

増えていると感じています。

この状態には、いろいろな要

素があると思いますが、自分が

相談を受けた中で、感じたこと

は相談のタイミングです。

労働者の方からのご相談は退

職や解雇など会社を離れた後(以

下、単に離職と言います)に受け

ることがほとんどでした。在職

中は、なかなか言い出せなかっ

た疑問点や不満などを離職後に、

相談するという事が多いです。

近年は、有期契約労働者や派

遣労働者の増加、不況による雇

用調整などによって、一生ひと

つの会社で働き続ける事が難し

い時代になっています。全くの

私見ですが、そのような離職の

機会の増加がそのまま労働相談

の増加につながっているように

も思えます。また、離職後のト

ラブルとなると相手との意思疎

通が難しくなってくるため争い

が長期化することが多くなって

います。

私も、事業主さんからのこの

ような個別労働紛争についての

ご相談を受ける際その対応方法

は、離職後かその前かによって

全く違ってきます。離職後だと、

これ以上のトラブルに発展しな

い事を祈る他ありません。離職

前であれば、キチンとした話合

いをすることでかなりの個別労

働紛争が予防できると考えられ

ます。

現在、このように増加する個

別労働紛争に対応するため、裁

判所以外でもこのような紛争を

解決するための機関がいくつも

できています。労働局の紛争調

整委員会や民間紛争解決機関(社

労士会労働紛争解決センターな

ど)がこれにあたります。

このような機関は双方の話合

いを促し個別労働紛争を解決に

導くというものです。平成20年

度の大分労働局の紛争調整委員

会では、93件のあっせん申請が

なされています。

このあっせんの場では、冒頭

のいじめの問題や、不当解雇な

どの労働基準法の違反のないよ

うな民事的な労働関係に関する

トラブルについての話し合いが

行われ、解決に向けた努力がな

されています。裁判となってし

まうよりも、費用が少なくてす

むなどのメリットが多いため今

後も利用の拡大が期待されてい

ます。

【執筆】

特定社会保険労務士

轟 憲人

(轟社会保険

労務士事務所)

大分県社会保険労務士会

～個別労働関係紛争について～

執筆者プロフィール

平成12年 広島大学法学部法学科卒

平成17年 社会保険労務士事務所開業

平成18年 大分労働基準監督署

～19年 就業規則点検指導員

平成22年 特定社会保険労務士登録

大分県労働委員会では、労働組

合と事業主等との労使紛争(集団

的労使紛争)のほか、個々の労働

者と事業主等との間で起きた労働

条件等に関するトラブルを解決す

るために｢個別労働関係紛争のあっ

せん｣を行っています。

当事者双方の主張を聴いて、双

方の歩み寄りによる円満な紛争解

決をお手伝いするものです。

詳しくはご相談ください。

Ｐ６



平成２２年３月～４月の概況
◎審査事件関係                                                                    

種　別 新 規 ２月から繰越 終 結 ５月へ繰越
不当労働行為事件 ０ １ ０ １
労働組合資格審査 ０ １ ０ １

◎調整事件関係                                                                    

種　別 新 規 ２月から繰越 終 結 ５月へ繰越

あっせん １ ０ １ ０
調　　停 ０ ０ ０ ０
仲　　裁 ０ ０ ０ ０

◎個別労働関係紛争関係                                                           
種　別 新 規 ２月から繰越 終 結 ５月へ繰越

あっせん ２ １ ２ １

◎会議の開催
　３月　９日　第1450回定例総会 ４月１３日　第1452回定例総会
　３月２３日　第1451回定例総会 ４月２７日　第1453回定例総会

４月26日と27日、県労政福祉課は、

男性の育児参加やワーク･ライフ･バ

ランスを推進するためのキーパーソ

ンとなるアドバイザーの養成講座を

開催し、社会保険労務士等12名が参

加しました。

受講者は、今後県の派遣アドバイ

ザーとして登録され、企業に対し仕

事と子育てを両立し働きやすい職場

環境の整備のための啓発や指導等を

行います。

５月10日、県労連(阿部峰子議長)

は県に対して、県政に関する要請と

協議を行いました。

県労連からは阿部議長ほか役員、

県からは要請に関わる担当課が出席

し、県内の雇用･失業問題を改善する

ための取り組みや、中･高校における

労働法制など労働者の権利について

学習の機会などについて協議が行わ

れました。

大分県労働者総合生活協同組合(県

総合生協)と全国労働者共済生活協同

組合連合会(全労済)大分県本部は５

月に創立50周年を迎え、記念事業を

行いました。

５月17日、大分市の大分全日空ホ

テルにおいて開催された記念祝賀会

には250名を超える政労使の代表者が

出席しました。

両団体の理事長で

ある羽明省三氏は｢大

分県労済生協が設立

されて50年、諸先輩

方の努力に感謝しな

がら、伝統ある事業

活動を次代に繋いで

いきたい｣とあいさつ。また、来賓の

広瀬勝貞県知事、釘宮磐大分市長、

嶋﨑龍生連合大分会長、村山富市元

内閣総理大臣らが祝辞を述べました。

５月22日、連合大分(嶋﨑龍生会長)

は結成20周年記念事業の一環として、

記念講演会を大分市内で開催しまし

た。

岡野朱里子高松

市議会議員により

｢自立の心と繋が

る心を育む｣と題

して講演があり、

自身の拒食症克服

の経験や家族の地

域活動の取り組み

を交えながら自立についての思いを

語りました。

第 ７ 号 労働おおいた 平成２２年５月号

大分県商工労働部労政福祉課
- ６ -

労 委 だよ り 大分県労働委員会事務局

大分県労働委員会 労働相談ダイヤル

０９７-５３６-３６５０
大分県労働委員会では、無料で労働相談を実施しています。
解雇、賃金未払い、配転など 労使間トラブルでお困りの方は、
お気軽にご相談ください。

大分県労働委員会（県庁舎本館７階）
〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号
※相談時間は、９時から１７時まで

県総合生協･全労済県支部

創立50周年記念祝賀会

県内の動き

県労連

県と県政に関して協議

県労政福祉課 ＷＬＢ

アドバイザー養成講座

連合大分

結成20周年記念講演会

(岡野朱里子氏)
お か の し ゅ り こ

（記念祝賀会）

(約150名が参加)

（講師を招いて開講）

（県労連役員）

（羽明理事長）
は き ら



全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県

377,731 316,296 299,782 256,612 77,949 59,684 154.2 157.8 140.8 144.8 13.4 13.0

379,497 315,010 300,694 256,327 78,803 58,683 153.0 156.9 140.1 144.5 12.9 12.4

355,223 302,082 288,478 249,729 66,745 52,353 147.3 155.0 136.4 143.3 10.9 11.7

292,957 248,968 289,008 248,418 3,949 550 143.5 148.6 133.4 138.4 10.1 10.2

301,623 259,075 288,010 252,992 13,613 6,083 145.3 155.8 135.0 144.8 10.3 11.0

299,064 260,995 290,619 253,081 8,445 7,914 152.4 160.5 141.7 148.4 10.7 12.1

296,908 253,182 285,894 251,364 11,014 1,818 140.4 147.3 130.2 137.1 10.2 10.2

513,651 477,233 287,970 256,560 225,681 220,673 152.6 159.9 142.3 150.4 10.3 9.5

405,749 327,947 288,002 247,095 117,747 80,852 154.7 160.9 143.9 150.1 10.8 10.8

299,397 254,535 287,510 247,815 11,887 6,720 144.5 154.1 133.9 141.8 10.9 12.3

293,436 247,819 287,977 246,927 5,459 892 147.1 155.3 136.0 141.5 11.1 13.8

295,889 250,015 289,525 248,149 6,364 1,866 149.7 156.7 138.0 143.1 11.7 13.6

311,172 294,504 289,405 250,694 21,767 43,810 149.7 157.3 137.9 143.7 11.8 13.6

655,229 508,776 289,841 248,227 365,388 260,549 148.0 156.9 135.9 143.6 12.1 13.3

298,773 247,272 288,045 244,631 10,728 2,641 140.9 152.2 129.4 138.4 11.5 13.8

291,696 247,082 289,087 246,558 2,609 524 145.8 155.6 134.1 14.1 11.7 13.7

307,518 292,031 15,487 151.8 139.5 12.3

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）

県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」(規模30人以上)

全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分市 全　国 大分県

1.52 1.48 1.04 1.03 100.3 100.3 107.4 112.1

1.25 1.21 0.88 0.86 101.7 101.7 103.8 107.0

0.79 0.81 0.47 0.48 100.3 101.2 80.5

0.77 0.76 0.59 0.53 100.4 101.1 69.5 71.8

0.76 0.86 0.52 0.51 100.7 101.2 70.6 78.4

0.77 0.85 0.46 0.49 100.8 101.4 74.8 84.1

0.75 0.84 0.44 0.48 100.6 101.6 79.1 88.6

0.76 0.82 0.43 0.46 100.4 101.4 80.9 95.3

0.77 0.83 0.42 0.46 100.1 101.1 82.6 93.8

0.76 0.77 0.42 0.44 100.4 101.6 83.9 95.9

0.79 0.80 0.43 0.45 100.4 101.2 85.7 101.4

0.78 0.85 0.44 0.47 100.0 101.1 86.1 103.5

0.80 0.78 0.45 0.43 99.8 100.8 88.0 103.3

0.87 0.79 0.46 0.44 99.6 100.6 89.7 102.7

0.85 0.83 0.46 0.46 99.4 100.1 92.1 102.2

0.84 0.80 0.47 0.49 99.3 100.1 93.7 103.0

0.84 0.89 0.49 0.51 99.6 100.2 94.8

（注）● ＊は速報値・空欄は未公表

● 一般職業紹介状況の月次は季節調整値(平成20年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。年平均は原数値)

経済産業省

｢鉱工業生

産動向｣

資料出所
厚　生
労働省

大　分
労働局

厚　生
労働省

大　分
労働局

総務省統計局
｢消費者物価指数｣

289,479

2月 285,211 254,432

3月 352,552 283,096

県統計調査課
｢鉱工業生産

指数月報｣

総務省統計局
「家計調査」

11月 303,564 347,830

12月 359,254 341,680

22年   1月 321,633

9月 301,796 247,025

10月 306,399 265,776

7月 316,623 263,392

8月 318,067 309,196

5月 317,195 263,929

6月 299,439 259,794

3月 344,643 337,670

4月 344,514 303,695

21年 平均 319,060 302,563

21年  2月 295,494 331,899

全　国 大分市

19年 平均 323,459 309,661

20年 平均 324,929 326,678

消費者物価指数
(総合) 17年＝100

鉱工業生産指数
(季調済)17年＝100

※年指数は原指数

1世帯当り（勤労者世帯）
家計消費支出（円）

農林漁家世帯を含む
新規求人倍率 月間有効求人倍率

(季節調整値) (季節調整値)

2月

3月

資料出所
(全　国)

(大分県)

　　　項目

年月

一般職業紹介状況(学卒除く｡パート含む)

8月

9月

10月

11月

12月

22年   1月

21年  2月

3月

4月

5月

6月

7月

(時 間) (時 間) (時 間)

19年 平均

20年 平均

21年 平均

主　要　労　働　経　済　指　標

　　　項目

年月

賃　　金　　の　　動　　き 労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額(円) 定期給与(円) 特別給与(円)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間
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第 ７ 号 労働おおいた 平成２２年５月号

大分県商工労働部労政福祉課
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「Web労働おおいた」へのご意見・ご感想をお寄せください。

大分県商工労働部労政福祉課

〒870-8501大分市大手町３－１－１

TEL097-506-3354/FAX097-506-1827

E-mail:a14530@pref.oita.lg.jp

Web労働おおいた
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rodooita-0000.html

おおいたの労働

http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

賃金､残業､退職､解雇など仕事､職場の悩み､トラブルは､まずご相談ください

フリーダイヤル0120-601-540
携帯･公衆電話用097-532-3040

専用電話097-506-3351
月～金曜日の毎日8:30～17:15(祝日、年末年始を除く) 大分市大手町3-1-1 県庁舎本館1F

◆労働問題全般の相談を受付けます ◆相談は来所または電話です
◆予約は不要、相談料は無料です ◆県職員が直接相談を受けますので秘密厳守です

★特別巡回労働相談★
県内各地で毎月１回 午後１時15分～午後４時15分
弁護士や社会保険労務士の直接相談

６月２９日(火)
大分市 大分文化会館

７月21日(木)
中津市 県中津総合庁舎

８月２５日(水)
大分市 大分文化会館

県下各地での無料相談会もご利用ください

★労働なんでも相談★
県内各地で毎月１回
県職員の直接相談

６月１６日(水) 11時～15時
臼杵市 県臼杵総合庁舎

７月９日(金) 15時～20時
宇佐市 県宇佐総合庁舎

労働雑誌『労働おおいた』アンケート
ご協力ありがとうございました

｢労働おおいた｣平成22年３月号でお願いしましたアン

ケートについて、皆様のご協力をいただきありがとうご
ざいました。

アンケートの回答は25通いただき、多くの皆さんから
大分県における労働分野に関わる情報源として｢継続発行｣
をご支持いただき、また、多くのご意見やご要望もいた

だきましたことをご報告いたします。
今後も、常時ご意見やご要望をお受けしていますので、
ぜひお寄せください。

主なご意見ご要望

・労働環境に大分県の実情がわかってよい。
・幅広い分野動向がよく見えるからよい。
・労働法等の改正がわかりやすい。

・記事はなるべくわかりやすく(図解等)してもらいたい。
・労働安全衛生委員会など他事業所の取り組み知りたい。

・労使紛争の具体的な事案を知りたい。
上記のほか多数のご意見ご要望をいただきました。
今後の発行号に活かせるよう努力いたします。

『労働おおいた』

メール配信希望者

募集中！


